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大和市規則第４３号 

大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を 

改正する規則 

大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則（令和２年大和市

規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１号中「１，０７１」を「１，１１２」に改め、同表第２号中「１，１９２」を「１，２３８」

に改め、同表第３０号を削り、同表第３１号中「１，１６０」を「１，２９０」に改め、同号を同

表第３０号とし、同表第３２号中「保育所託児員」を「託児員」に、「１，１００」を「１，１８０」

に改め、同号を同表第３１号とし、同表第３３号を削り、同表第３４号中「１，０７１」を

「１，１１２」に改め、同号を同表第３２号とし、同表中第３５号を第３３号とし、第３６号から

第４２号までを２号ずつ繰り上げ、同表第４３号中「１，３５０」を「１，４５０」に改め、同号

を同表第４１号とし、同表第４４号中「１，２８０」を「１，３７５」に改め、同号を同表第４２

号とし、同表第４５号中「１，２１０」を「１，３００」に改め、同号を同表第４３号とし、同表

第４６号中「１，１００」を「１，１８０」に改め、同号を同表第４４号とし、同表第４７号中

「２，５９３」を「２，６８７」に改め、同号を同表第４５号とし、同表第４８号中「１，４７７」

を「１，５７１」に改め、同号を同表第４６号とし、同表第４９号中「１，２９３」を「１，３８７」

に改め、同号を同表第４７号とし、同表第５０号中「１，１１０」を「１，２０４」に改め、同号

を同表第４８号とし、同表中第５１号を第４９号とし、第５２号から第５６号までを２号ずつ繰り

上げ、同表第５７号中「１，０７１」を「１，１１２」に改め、同号を同表第５５号とし、同表中

第５８号を第５６号とし、第５９号から第６３号までを２号ずつ繰り上げ、同表第６４号中

「１，０７１」を「１，１１２」に改め、同号を同表第６２号とし、同表第６５号中「１，１００」

を「１，４１０」に改め、同号を同表第６３号とし、同表中第６６号を第６４号とし、第６７号を

第６５号とし、同表第６８号中「１，１００」を「１，４１０」に改め、同号を同表第６６号とし、

同表中第６９号を第６７号とし、同表第７０号中「１，１００」を「１，４１０」に改め、同号を

同表第６８号とし、同表中第７１号を第６９号とし、同表第７２号中「１，１００」を「１，４１０」

に改め、同号を同表第７０号とし、同表第７３号中「１，０９０」を「１，２５０」に改め、同号



を同表第７１号とし、同表第７４号中「１，０７１」を「１，１１２」に改め、同号を同表第７２

号とし、同表中第７５号を第７３号とし、第７６号から第８０号までを２号ずつ繰り上げ、同表第

８１号中「１，１００」を「１，４１０」に改め、同号を同表第７９号とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に対する報酬について適用し、同日前

までの勤務に対する報酬については、なお従前の例による。 


